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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条   この要領は、札幌市交通局が調達する電力に係る契約（以下「電力調

達契約」という。）の事務の処理について、別に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（契約の方法） 

第２条   電力調達契約は、一般競争入札又は随意契約の方法により締結するも

のとする。 

２ 前項の随意契約は、第３条又は第４条の規定に該当する場合に限り、これ

によることができる。 

（指名見積合せ）  

第３条 予定価格が200万円以下であるときは、３人以上から見積書を徴し、



予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積を行った者を契約

の相手方とする指名見積合せの方法により契約を締結することができる。  

（特定随意契約）  

第４条 次の各号の一に該当するときは、特定者を相手方とする随意契約（以

下「特定随意契約」という。）の方法により契約を締結することができる。  

(1) 一般競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者が

ないとき。 

(2) 一般競争入札に付し落札者が契約を締結しないとき。  

(3) 予定価格が20万円未満のとき。  

(4) 調達の相手方が１者に特定されるとき。 

(5) 適切な予定使用電力量が見込めず、競争入札に適しないとき。 

(6) その他事業管理部長が特に認めるとき。  

２ 前項第１号の規定により特定随意契約による場合は、最初競争入札に付す

るときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。  

３ 第１項第２号の規定により特定随意契約による場合は、落札金額の制限内

でこれを行うものとし、かつ、最初競争入札に付するときに定めた条件を変

更することができない。  

４ 第１項第３号から第６号の規定により特定随意契約による場合は、相手方

の供給約款に基づくものとする。ただし、当該供給約款にない条件を定める

場合はこの限りではない。  

（総務課長への契約締結依頼） 

第５条 課長等（担当課長、教習所長及び指令所長を含む。以下同じ。）は、

予定価格が20万円以上の電力調達契約に関し、調達伺の決裁が終了したとき

は、当該調達伺に必要なその他書類を添付し、電力調達契約に関する事務を

総務課長に依頼しなければならない。ただし、前条第４項に規定する相手方

の供給約款に基づく調達伺及び第６条に規定する調達伺についてはこの限

りではない。 

２ 総務課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る電力

調達契約を締結するとともに、総務課において当該契約に係る調達伺に関係

書類を添付して、当該依頼をした課長等に送付する。 



（契約の更新）  

第６条  特定随意契約の方法により契約したものは、履行期間の満了後に同一

条件での契約更新を可能とする定めがある場合であって、次期契約が第４条

第１項第３号から第６号のいずれかに該当する場合に限り、各課長等におい

て契約の更新を行うことができる。  

（長期継続契約）  

第７条 電力調達契約は、原則として、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

234 条の３の規定に基づく長期継続契約により契約を締結するものとする。  

２ 札幌市交通局物品・業務契約等事務処理要領（平成24年12月25日事業管理

部長決裁。以下「事務処理要領」という。）第29条の規定は、前項の長期継

続契約を締結する場合について準用する。  

（検査員等）  

第８条 検査員は、課の庶務担当の係長（これに準ずる者を含む。）をもって

充てる。ただし、検査員に事故がある場合は、課長等が所属職員のうちから

指名する職員（原則、係長職とする。）が当該検査員の事務を代理する。 

２ 課長等は、履行検査に立ち会わせるため、予定価格が20万円未満の場合を

除き、履行検査ごとにその所属職員のうちから立会人を１人指名する。  

３ 電力調達契約における履行検査は、支払いの対象となるそれぞれの期間ご

とに行い、履行検査終了後は速やかに課長等に報告する。  

 

第２章 一般競争入札の手続き 

（一般競争入札の手続き）  

第９条 電力調達契約を一般競争入札の方法により締結しようとするときは、

調達伺に、次の各号に掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。 

(1) 仕様書及び仕様書別記一覧 

(2) 積算根拠書類  

(3) その他必要と認める書類  

２ 一般競争入札の執行手順は、この要領に特別の定めがある場合を除き、事

務処理要領第３条から第12条、第15条及び第16条の規定を準用する。   

 



第３章 随意契約の手続き  

（随意契約の相手方）  

第10条 随意契約の方法により締結する契約の相手方は、札幌市交通局競争入

札参加資格審査等取扱要領（平成14年９月26日管理者決裁）第８条第１項に

規定する札幌市交通局競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されて

いる者とする。  

（指名見積合せの手続き）  

第11条 電力調達契約を指名見積合せの方法により締結しようとするときは、

調達伺に、次の各号に掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。  

(1) 仕様書及び仕様書別記一覧 

(2) 積算根拠書類  

(3) その他必要と認める書類  

２ 指名見積合せの執行手順は、この要領に特別の定めがある場合を除き、事

務取扱要領第24条、第45条及び第48条の規定を準用する。  

（特定随意契約の手続き）  

第12条 電力調達契約を特定随意契約の方法により締結しようとするとき（第

６条で規定する契約の更新を行う場合を含む。）は、調達伺に、次の各号に

掲げる書類を添付して決裁を受けるものとする。  

１ 要領第４条第１項第１号及び第２号に基づく特定随意契約の場合 

(1) 仕様書及び仕様書別記一覧 

(2) 積算根拠書類  

(3) その他必要と認める書類  

２ 要領第４条第１項第３号、第４号、第５号及び第６号の場合 

(1) 積算根拠書類  

(2) 供給約款（第４条第４項ただし書きの調達契約を除く。） 

(3) その他必要と認める書類 

３ 特定随意契約の方法により契約を締結するときは、第４条第４項ただし書

きの調達を除き、予定価格調書の作成を省略することができる。  

４ 調達伺の決裁が終了したときは、速やかに相手方に対して、電力調達契約

に係る申込みを行う（総務課への契約締結依頼を除く。）ものとし、相手方



より契約の締結を証する書面の交付を受けたときは、速やかに課長等まで供

覧する。 

５ 総務課への契約締結依頼を行う特定随意契約については、事務取扱要領第

37 条第１項及び同項第３号並びに第４号の規定を準用する。 

６ 前項の規定による特定随意契約は特定者から見積書を徴するものとし、こ

の場合においては、事務取扱要領第 20 条の規定に準じて見積の参加者への

通知を行う。 

７ 第４項の規定は、第６条で規定する契約の更新を行う場合には適用しない。  

 

第４章 入札等情報の公表  

（入札等情報の公表）  

第13条 電力調達契約（政府調達対象契約を除く。）に係る入札等情報の公表

に関する手続きについては、札幌市交通局物品・業務契約に係る入札等情報

の公表に関する事務処理要領（平成25年12月27日管理者決裁。以下「公表要

領」という。）の規定の例による。  

（政府調達対象契約）  

第14条 政府調達対象契約に係る入札等情報の公表その他の取り扱いについて

は、 公表要領、札幌市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年交通局規程第11号）で規定する特定調達契約の手順の例に

よる。  

 

第５章 補則  

（契約の様式）  

第15条 電力調達契約の事務を処理するうえで必要な様式については、別記に

定めるもののほか、札幌市交通局物品・業務契約事務様式基準（平成24年12

月20日総務課長決裁）によるものとする。  

（委任）  

第16条 この要領の実施に関し必要な事項は、事業管理部長が定める。  

 

附 則  



１ この要領は、平成28年６月16日から施行する。  

２ この要領は、平成28年６月17日以後に契約に係る手続きを開始するものに

ついて適用する。  

３ この要領の施行の際、現に電力の供給を一般送配電事業者から受けている

ものについては、この要領の規定に基づき契約を締結し、又は更新したもの

とみなす。 

 附 則 

１ この要領は、平成29年４月17日から施行する。ただし、施行日前に行われ

た告示その他の契約の申し込みの誘引に係る契約で同日以後に締結される

ものについては、適用しない。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和２年７月２日から施行する。ただし、施行日前に行われ

た告示その他の契約の申し込みの誘引に係る契約で同日以後に締結される

ものについては、適用しない。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和４年８月10日から施行する。ただし、施行日前に行われ

た告示その他の契約の申し込みの誘引に係る契約で同日以後に締結される

ものについては、適用しない。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和５年２月１日から施行する。ただし、施行日前に行われ

た告示その他の契約の申し込みの誘引に係る契約で同日以後に締結される

もの、及び施行の日以後に締結した契約で履行の開始が令和５年３月31日以

前のものについては、なお従前の例による。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和５年７月11日から施行する。 

２ 改正後の別記様式の規定は、施行の日以後に告示その他の契約申し込みの



誘引を行うものについて適用し、同日前に告示その他の契約の申し込みの誘

引を行うものについては、なお従前の例による。 

 

 附 則 

１ この要領は、令和８年４月６日から施行する。 

２ 改正後の別記様式の規定は、施行の日以後に告示その他の契約申し込みの

誘引を行うものについて適用し、同日前に告示その他の契約の申し込みの誘

引を行うものについては、なお従前の例による。 

 


